
 資料５−１ 
大阪府生活環境の保全等に関する条例及び同条例施行規則の 

一部改正案（石綿規制関係）の概要について 

 

 

 

○ 大阪府では、大気汚染防止法と大阪府生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）

に基づき、解体等工事における石綿飛散防止対策を推進している。 

○ 令和２年６月に大気汚染防止法が改正・公布され、その一部が令和３年４月１日に施行され

る。 

○ 昨年 12月に「今後の大阪府生活環境の保全等に関する条例のあり方」について諮問し、現在

生活環境保全条例検討部会及び水質部会において審議を行っている。 

○ 審議においては、大気汚染防止法改正に伴い早急に条例改正が必要な石綿規制に関する事項が

優先的に審議され、11月９日の大阪府環境審議会で条例のあり方（一次答申）として示された。

これを受け、次のとおり条例改正案の概要を作成した。 

 

 

 

（１）石綿の除去等に係る作業基準について 

  現行条例では、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（以下「吹付け石

綿等」という。）及び石綿を含有する板状に成形された建築材料(樹脂により被覆され、又は固形

化されているものを除く。)の除去等作業について、遵守すべき作業基準を規定している。改正

大気汚染防止法においては、現行の吹付け石綿等に加え、石綿を含有するすべての建築材料の除

去等作業に係る作業基準が規定されたことから、条例改正案の作業基準については、改正大気汚

染防止法の作業基準と現行条例の作業基準を比較し、現行条例独自の作業基準は継続するなど、

より安全確保につながる厳しい作業基準となるよう設定する。 

 

 １）吹付け石綿等が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業に係る作業基準 

   改正大気汚染防止法施行規則別表７の規定に加え、次に掲げる事項を遵守して建築物等に

使用されている吹付け石綿等を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ず

ること。 

   ・石綿の飛散を防止するために行う散水その他の措置により、石綿を含む水を作業場から

排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。 

 

 ２）石綿を含有する仕上塗材が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業に係る作

業基準 

   改正大気汚染防止法施行規則別表７の規定に加え、次に掲げる事項を遵守して建築物等に
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使用されている石綿含有仕上塗材を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を

講ずること。 

   ・石綿の除去等工事に係る建築物等の周囲に、当該建築物等の高さ以上の幕等を設置する

こと。 

   ・石綿の飛散を防止するために行う散水その他の措置により、石綿を含む水を作業場から

排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。 

 

３）石綿を含有する成形板その他の建築材料（吹付け石綿等及び石綿含有仕上塗材を除く。以 

下「石綿含有成形板等」という。）が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業に 

係る作業基準 

   改正大気汚染防止法施行規則別表７の規定に加え、次に掲げる事項を遵守して建築物等に 

使用されている石綿含有成形板等を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を 

講ずること。 

   ・石綿の除去等工事に係る建築物等の周囲に、当該建築物等の高さ以上の幕等を設置するこ 

と。 

    ・除去後の石綿含有建築材料を切断する場合は、集じん装置を備えた切断機を使用すること。 

    ・除去後の石綿含有建築材料を破砕しないこと。 

    ・石綿の飛散を防止するために行う散水その他の措置により、石綿を含む水を作業場から 

排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。 

 

４）掲示板の設置に係る基準 

    改正大気汚染防止法施行規則第 16条の４第２号に掲げる事項の他、次に掲げる事項を表

示したものであること。 

・条例改正案の規定による石綿の除去等作業実施の届出の届出年月日及び届出先 

・下請負人が石綿の除去等作業を実施する場合の当該下請負人の氏名又は名称、住所及び

連絡場所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

・下請負人が石綿の除去等作業を実施する場合における下請負人の現場責任者の氏名及び

連絡場所 

・条例の規定により、大気中の石綿の濃度を測定しなければならない場合にあっては、当 

該濃度の測定計画 

 

 

（２）石綿の除去等作業に係る届出対象の建材及び面積要件について 

 現行条例では、石綿含有成形板の使用面積が 1,000平方メートル以上の除去等工事について発

注者に届出義務を課している。改正大気汚染防止法で新たに規定される仕上塗材や Pタイルから

の石綿飛散の実態を踏まえ、石綿の飛散リスク低減の観点から全ての石綿含有建材を届出義務の

対象とする。 

 



  また、面積要件については現在の規定との継続性や作業基準毎に規制を行う合理性から、仕上

塗材の使用面積が 1,000平方メートル以上の除去等作業又は石綿を含有する成形板その他の建材

（仕上塗材を除く）の使用面積の合計が 1,000平方メートル以上の除去等作業とする。 

 

 

（３）石綿の濃度測定について 

  １）工事施工境界基準 

    現行条例では、石綿の除去等作業に係る隣地との敷地境界における規制基準を敷地境界基

準として定めているが、「敷地境界基準」では従業員や通行人を含めた一般公衆人への石綿

暴露を未然に防止する観点が分かりにくいことから「工事施工境界基準」とする。 

 

 ２）石綿濃度測定結果の発注者への交付 

    現行条例では、吹付け石綿等の使用面積の合計が 50平方メートル以上である法の届出対

象特定工事（吹付け石綿等の除去等工事）を施工する者に工事施工区画周辺での石綿の大気

濃度測定を義務付けており、その測定者は当該特定工事の発注者に測定結果の記録を交付す

ることとする。 

 

（４）その他 

  大気汚染防止法の改正内容との整合を図るため、用語の整理や重複条項の削除、修正を行う。 

 

（５）今後の予定について 

  令和３年２月府議会に条例案を提案する予定 

 

 

※なお、本資料は現時点での資料のため、大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正に関する、

周知用の資料については、今後改めてお送りします。 

 現行条例 条例改正案 

届出対象建材 

・石綿含有成形板（樹脂により被

覆され、又は固形化されているも

のを除く。） 

・石綿を含有する成形板その他の建材 

面積要件 

・石綿含有成形板の使用面積が

1,000平方メートル以上の除去等

工事 

 

・仕上塗材の使用面積が 1,000平方メート

ル以上の除去作業 

・石綿を含有する成形板その他の建材（仕

上塗材を除く）の使用面積の合計が 1,000

平方メートル以上除去作業 


